
二．金融システム改革
直接金融市場の整備／公的
金融を見直す。

内閣官房、
内閣府

・経済財政諮問会議におい
て、平成14年10月7日「政策
金融の抜本的改革に関する
基本方針」を取りまとめ、
更に、この基本方針に沿っ
て、平成14年12月13日に
「政策金融改革について」

を取りまとめた。

・政策金融機関の大胆な統
合集約化等、抜本的改革を
3段階で進めていく方針を
経済財政諮問会議として取
りまとめた。

・現下の厳しい経済金融情
勢に鑑み、民間金融機能の
正常化への道筋を踏まえつ
つ、民間部門の自由かつ自
発的な活動を最大限引き出
し、金融資本市場の効率化
を図る。

～③経済財政諮問会議の
結論を踏まえ、経済情勢を
見極めつつ、さらに検討を
進めるとともに、適材適所
の経営責任者任用、特殊法
人等整理合理化計画の着実
な実行等の措置を講じる。

ホ．その他の制度改革
内閣府は、関係各省と協力
して、サービス産業を中心
とする530万人雇用創出
に向けた規制改革と広報・
普及活動を平成14年度か
ら推進する。

内閣府 ・平成14年12月に、生
活産業創出研究会におい
て、医療・健康関連産業及
び観光産業の活性化等に関
する検討結果を報告書とし
てとりまとめた。
・生活産業創出研究会報告
書に掲げた検討事項につい
て、関係各省とともに着実
に実施しているところ。た
とえば、「観光カリスマ百
選」については、順次選定
を実施し、小泉内閣メール
マガジンや国交省ホーム
ページにて掲載し、地域の
観光振興の成功例を紹介し
ているところである。
また、平成15年1月以
降、総理主導のもと、「観
光立国懇談会」が開催され
ており、今後、観光立国と
してのあり方について検討
が行われる予定である。

・引き続き、雇用創出に向
けた規制改革と広報・普及
活動について、各省とも連
携しながら推進する。

政策目標A・内閣府（経済財政）・基本方針（経済活性化戦略）

・「観光カリスマ百選」に
ついては、引き続き選定
し、ホームページへの掲載
を実施する。
・その他については、現時
点において未定。
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・平成 1 4 年 1 0 月及び平

成 1 5 年 2 月に、 「安心ハ
ウス構想」の普及、啓発の

ため、民間事業者等向けの
セミナー （主催 ： （財）高
齢者住宅財団）について、
厚生労働省、国土交通省と
連携して、必要な支援と協
力を行った。

・平成 1 5 年 2 月に、 「明
るい構造改革シンポジウ
ム」の中で、 「生活産業創
出」について広報活動を実
施し、国民の理解増進に寄
与した。

内閣府は、経済産業省等閑 内閣府、経 ・対内直接投資、頭脳流入 ・引き続き、対日投資促進 ・現時点において、未定。
係各省と協力して、上記の 済産業省等 の拡大を目指した具体策を に向けた規制改革、広報 ・
内容を含め、対内直接投 関係各省庁 検討するため、平成 1 4 年 普及活動等について、各省
資、頭脳流入の拡大を目指 1 0 月以降、対日投資会議 とも連携しながら推進す
した具体策を平成 1 4 年度
中を目途にとりまとめ、各
省と協力し、計画的な実施
を図る。

専門部会において検討を
行ってきた。平成 1 5 年 2
月には、第五回対日投資会
議を開催し、対日投資促進
を関係閣僚で確認。平成 1
5 年 3 月に専門部会で報告
書を取りまとめるととも
に、対日投資会議において
取りまとめを行った。

る。

政策目標A・内閣府（経済財政）・基本方針（経済活性化戦略） Page2



A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ハ．規制改革
内閣府は、関係各省と協力
して、サービス産業を中心
とする530万人雇用創出
に向けた規制改革と広報・
普及活動を平成14年度か
ら推進する。

内閣府 ・平成14年12月に、生
活産業創出研究会におい
て、医療・健康関連産業及
び観光産業の活性化等に関
する検討結果を報告書とし
てとりまとめた。
・生活産業創出研究会報告
書に掲げた検討事項につい
て、関係各省とともに着実
に実施しているところ。た
とえば、「観光カリスマ百
選」については、順次選定
を実施し、小泉内閣メール
マガジンや国交省ホーム
ページにて掲載し、地域の
観光振興の成功例を紹介し
ているところである。
また、平成15年1月以
降、総理主導のもと、「観
光立国懇談会」が開催され
ており、今後、観光立国と
してのあり方について検討
が行われる予定である。

・引き続き、雇用創出に向
けた規制改革と広報・普及
活動について、各省とも連
携しながら推進する。

政策目標A・内閣府（経済財政）・基本方針（経済活性化戦略）

・「観光カリスマ百選」に
ついては、引き続き選定
し、ホームページへの掲載
を実施する。
・その他については、現時
点において未定。
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ホ．その他の制度改革
（2）産業再編・事

（り「産業再生・雇用対策戦略本部
（仮称）」の設置
政府は、不良債権処理を加速

し、産業再生と雇用対策を一体的
に推進するため、既存のr産業構
造改革・雇用対策本部」を抜本的
に改組し、内閣総理大臣を本部長
とする「産業再生・意用対策戦略
本部（仮称）」を設置する。同本
部は、過剰債務問題、過剰供給構
造等に対応するため、産業再編や
早期再生に閑わる「基本指針jを
策定し、，企業・産業の再生を強力
に推進する。

②「産業再生機構（仮称】」の創設
・企業再生に取り組むための新た
な機構（産業再生機構（仮称））
を預金保険機構の下に整理回収機
構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に従い、
金融機関においてr要管理先」等
に分類されている企業のうち、メ
インパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機
構が再生可能と判断する企業の債
権を、企業の再生を念頭に置いた
適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から買い取る。再建
計画及び翼取価格等の適正性を担
保するため、機構内に有識者から
なる　r産業再生委員会（仮称）」
を設ける。

内閣官房 昨年11月12日に第1回
産業再生・雇用対策戦略本
部を立ち上げ、以降12月ま
でに全4回開催。（第1
回：11／12、第2回：
11／28、第3回：12／12（持ち
回明、第4回：12／19）

昨年12月12日に「当面
の雇用・中小企業対策」を
策定。また12月19日の
第4回産業再生・雇用対策
戦略本部において、「企
業・産業再生に関する基本
指針」及び「建設業の再生
に向けた基本指針」を策
定。

今後の情勢に応じて適宜本
部を開催。

政策目標A・産業再生機構・改革加速のための総合対応策 Page3



ハ．規制改革
（2）産業再編・事業の早期再生

①「産業再生・雇用対策戦略本部
（仮称）」の設置
政府は、不良債権処理を加速

し、産業再生と雇用対策を一体的
に推進するため、既存の「産業構
造改革・雇用対策本部」を抜本的
に改組し、内閣総理大臣を本部長
とする「産業再生・雇用対策戦略
本部（仮称）」を設置する。同本
部は、過剰債務問題、過剰供給構
造等に対応するため、産業再編や
早期再生に関わる「基本指針」を
策定し、企業・産業の再生を強力
に推進する。

②「産業再生機構l仮称）」の創設
・企業再生に取り組むための新た
な機構（産業再生機構（仮称））
を預金保険機構の下に整理回収機
鰐（RCC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に従い、
金融機関において「要管理先」等
に分顆されている企業のうち、メ
インパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機
構が再生可能と判断する企業の債
権を、企業の再生を念頭に置いた
適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から買い取る。再建
計画及び買取価格等の適正性を担
保するため、機構内に有識者から
なる「産業再生委員会（仮称）」
を設ける。

内閣官房 昨年11月12日に第1回
産業再生・雇用対策戦略本
部を立ち上げ、以降12月ま
でに全4回開催。（第1
回：11／12、第2回：
11／28、第3回：12／12（持ち
回り）、第4回：12／19）

昨年12月12日に「当面
の雇用・中小企業対策」を
策定。また12月19日の
第4回産業再生・雇用対策
戦略本部において、「企
業・産業再生に関する基本
指針」及び「建設業の再生
に向けた基本指針」を策
定。

今後の情勢に応じて適宜本
部を開催。

政策目標A・産業再生機構・改革加速のための総合対応策 Page2



A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

口．歳出改革
（2）産業再編・事業の早期再生

①「産業再生・雇用対策戦略本部
（仮称）」の設置
政府は、不良債権処理を加速

し、産業再生と雇用対策を一体的
に推進するため、既存のr産業構
造改革・雇用対策本部」を抜本的
に改組し、内閣総理大臣を本部長
とする「産業再生・雇用対策戦略
本部（仮称）」を設置する。同本
部は、過剰債務問題、過剰供給構
造等に対応するため、産業再編や
早期再生に関わる「基本指針」を
策定し、企業・産業の再生を強力
に推進する。

②r産業再生機構（仮称日の創設
・企業再生に取り組むための新た
な機構（産業再生機構（仮称））
を預金保険機構の下に整理回収槻
構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、r基本指針」に従い、
金融機関において「要管理先」等
に分類されている企業のうち、メ
インパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機
構が再生可能と判断する企業の債
権を、企業の再生を念頭に置いた
適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から買い取る。再建
計画及び買取価格等の適正性を担
保するため、機構内に有識者から
なる「産業再生委員会（仮称）」
を設ける。

内閣官房 昨年11月12日に第1回
産業再生・雇用対策戦略本
部を立ち上げ、以降12月ま
でに全4回開催。（第1
回：11／12、第2回：
11／28、第3回：12／12（持ち
回明、第4回：12／19）

昨年12月12日に「当面
の雇用・中小企業対策」を
策定。また12月19日の
第4回産業再生・雇用対策
戦略本部において、r企
業・産業再生に関する基本
指針」及び「建設業の再生
に向けた基本指針」を策
定。

今後の情勢に応じて適宜本
部を開催。
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●　　　　　　　　　　　●

A ．産業競争力

の強化

関係
府省等

対応状況 主な成果 ’・課題 これからの取り組み

ハ．規制改革

・「構造改革特区推進のた
めのプログラム」におい
て、全国レベルで実施する
こととされた項目（1 1 1
項目）については、「第二
次答申」に向けた検討で対
応し、それぞれ定められた
時期までに措置する。
（外国法事務弁護士の日本
弁護士の雇用禁止、共同事
業の禁止の緩和）

司法制度改
革推進本
部、法務省

外国法事務弁護士について
の弁護士の雇用及び弁護士
との共同事業等に関する規
制の緩和等を内容に含む司
法制度改革のための裁判所
法等の一部を改正する法律
案を第1 5 6回国会に提
出。

政策目標A・司法制度・改革加速のための総合対応策 Pagel



司法制度改
知的財産の保護に関する特
許紛争の合理的な解決のた
めの方策，実質的な「特許
裁判所」機能の創出等につ
いて検討を進め，結論を得
て，必要に応じて所要の措
置を講ずる。

司法制度改
革推進本部

・平成14年10月に司法制度
改革推進本部事務局内に立
ち上げた知的財産訴訟検討
会において検討を継続。
・平成14年度中に上記検討
会を6回開催し，具体的方策
案について検討を進めた。

ロ 理的解決の観
点からの侵害訴訟における
無効の判断と無効審判の関
係等に関する検討，②　裁
判所調査官の役割の拡大・・
明確化等を含む，専門家が
裁判官をサポートするため
の訴訟手続への新たな参加
制度の検討，③　侵害行為
の立証の容易化のための，
営業秘密の保護を含む証拠
収集手続の更なる機能強化
についての検討，④　知的
財産訴訟の在り方の検討が
検討課題となっている。

①第156回国会会期末
必要に応じて左記検討会

の開催を継続
（診平成15年末
必要に応じて左記検討会

の開催を継続
（診それ以降
左記検討会において検討

を進め，結論を得て，必要
に応じて所要の措置を講ず
る。

政策目標A・司法制度・基本方針2002（経済活性化戦略） Page2



A ．産業競争力

の強化

関係
府省等

対応状況 主な成果 課題 これか らの取 り組み

ハ．規制改革
司法制度改革推進本部は、
弁護士と外国法事務弁護士
等との提携・協働を積極的
に推進する見地から、特定
共同事業の要件緩和等を行
うため、平成1 5年を目途
に法案を提出する。

司法制度改
革推進本
部、法務省

外国法事務弁護士について
の弁護士の雇用及び弁護士
との共同事業等に関する規
制の緩和等を内容に含む司
法制度改革のための裁判所
法等の一部を改正する法律
案を第1 5 6回国会に提
出。

ホ．その他の制度改革

文部科学省、司法制度改革
推進本部は、経営、法律、
技術経営等の実務に携わる
高度専門職業人養成を行う
法科大学院などの専門職大
学院 （仮称）について平成
1 6年度までに学生受入れ
に向けて制度を整備する。

文部科学
省、司法制
度改革推進
本部

「学校教育法を一部を改正
する法律」、 「法科大学院
の教育と司法試験等との連
携等に関する法律」が成立
し、公布・施行された。ま
た、中央教育審議会の答申
（平成15年1月）に基づき、
法科大学院などの専門職大
学院の設置基準が策定され
た。

政策目標A・司法制度・基本方針2002（経済活性化戦略） Pagel



●　　　　　　　　　　●

A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

八．規制改革
（2）技術力戦略
（知的財産権の保護・活

用）
我が国の国際競争力を強化
し、経済を活性化していく
ために、知的財産戦略会議
がとりまとめる知的財産戦
略大綱に基づき、平成17年
度までに、関係府省は、迅
速かつ的確な特許審査や司
法制度のあり方、知的財産
の創造・流通・活用の促
進、知的財産権侵害晶に対
する国境措置の強化等の課
題について、集中的・計画
的に取り組む。

内閣官房 イ知的財産立国」の実現に向
けた道筋を明らかにし、我が
国経済社会の活性化を図るた
めに取り組むべき具体的施策
を盛り込んだ「知的財産戦略
大綱」を平成14年7月にとりま
とめた。
・r知的財産基本法」が平成14
年11月に成立。
・内閣に、内閣総理大臣を本
部長とし、全閣僚及び民間有
識者を本部員とする「知的財
産戦略本部」を平成15年3月に
設置。（3／1に設置予定）
イ知的財産立国」の実現に向
けた道筋を明らかにし、我が
国経済社会の活性化を図るた
めに取り組むべき具体的施策
を盛り込んだr知的財産戦略
大綱」を平成14年7月にとりま
とめた。
・知的財産の創造、保護及び
活用に関し、その基本理念、
国の責務その他の基本となる
事項を定めるとともに、知的財
産に関する施策を集中的かつ
計画的に推進することを目的
とした「知的財産基本法」が平
成14年11即こ成立。

・産業競争力を強化し、豊
かな経済社会を実現できる
よう、知的財産の創造、保
護、活用、人材育成に関す
る施策を一層推進する。

・具体的な目標や達成の時
期等を明示した、知的財産
の創造、保護及び活用に
関する推進計画を平成15
年夏頃までに策定。

政策目標A・知的財産・基本方針2002（経済活性化戦略） Pagel



℡
口 ．歳 出 改 革

○都市再生本部において
は、今後さらにプロジェク
トの選定を進めていくほ
か、各プロジェクトを進め
るための措置を講じていく
こととしている。

都市再生本
部

再掲

ハ ． 規 制 改 革

○都市再生本部において
は、今後さらにプロジェク
トの選定を進めていくほ
か、各プロジェクトを進め
るための措置を講じていく
こととしている。

都市再生本
部

再掲

ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

・「大阪圏におけるライフ 都市再生本 地元の産学官連携組織であ 神戸地域における先端医療 引き続き具体的な取り組み
サイエンスの国際拠点形成 部 る 「関西バイオ推進会議」 のための臨床研究情報拠点 を推進
（第二次決定）プロジェク 関係府省 において、 「関西圏ライフ や起業化支援施設の整備
トについて、早期に着手す サイエンスの国際拠点形成 （平成 1 5年開設予定）、
る。 基本構想」が策定され、

「大阪圏ライフサイエンス
推進協議会」においても、
実現に向けて支援を行うこ
とを決定。

大阪北部地域における医薬
基盤技術研究施設や起業化
支援施設の整備 （平成1 6
年度開設予定）等を実施中
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A ． 産 草 競 争 力

の強 化

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ．税 制 改 革

○都市再生本部において
は、今後さらにプロジェク
トの選定を進めていくほ
か、各プロジェクトを進め
るための措置を講じていく
こととしている。

都市再生本
部

平成1 5 年 1月3 1 日の都
市再生本部において、都市
再生プロジェクトを追加
（第五次都市再生プロジェ

クトとして、 r国有地の戦
略的な活用による都市拠点
形成」を追加決定）

具体的な検討に着手。

平成 1 4 年の通常国会に 平成1 4 年6 月 1 日から施 都市再生緊急整備地域の整
「都市再生特別措置法」を
提出。

行。
法に基づく 「都市再生緊急
整備地域」を4 4 弛域指定
済み。

備を推進。
地方公共団体と協議の上、
都市再生緊急整備地域の追
加指定を検討。

平成1 4 年 7月 2 日の都市 r東京圏におけるゲノム科 協議会等において具体的な
再生本部において、都市再
生プロジェクトを追加 （第
四次都市再生プロジェクト
として、 「東京圏における
ゲノム科学の国際拠点形
成」、 「北部九州圏におけ
るアジア産業交流拠点の形
成」、 「地方中枢都市にお
ける先進的で個性ある都市
づくり」の3 プロジェクト
を追加決定）

学の国際拠点形成」につい
ては、関係府省、関係地方
公共団体、地元経済団体に
よる 「東京圏ゲノム科学推
進協議会」を平成 1 5 年 1
月に設置。
「北部九州圏におけるアジ
ア産業交流拠点の形成」に
ついては、 「アジア産業拠
点形成連絡会」を平成 1 4
年 7 月に設置。
「地方中枢都市における先

進的で個性ある都市づく
り」については、内閣官房
を含む関係行政機関等から
なる協議会を設置、あるい
は設置予定合

検討に着手。

平成1 4年 4 月8 日の都市 地方公共団体等から寄せら 協議会等において具体的な
再生本部において、 「全国
都市再生のための緊急措置

～稚内から石垣まで～」を
決定

れた提案を踏まえ、安全で
安心なまちづくり等のテー
マを設定し、内閣官房が中
心となり、関係省庁と地方
公共団体等で検討体制を構
築。

検討に着手。
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

（1）人間力戦略

（健康寿命の増進）

・関係府省は，平成1 5年
度から健康寿命の増進のた
めの医療，健康，バイオテ
クノロジーの科学技術予算
等の重点化を図る。

内閣官房 ・我が国としてのB T 戦略 ・平成1 4年春にはバイオ ②平成15年末
B T 戦略会 を早急に樹立し，その推進 ベンチャー企業が約3 0 0 バイオテクノロジー戦略大
議
内閣府
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
環境省

を図るため，平成 1 4 年 7
月に，内閣総理大臣が開催
し関係閣僚と有識者で構成
するB T 戦略会議を立ち上
げた。

・平成1 4 年 1 2 月に，B
T 戦略会議は，研究開発予
算の充実 ・強化等を内容と
した 「バイオテクノロジー
戦略大綱」をとりまとめ
た。

社まで拡大。 綱の実施状況を確認

（3 ）産業発掘戦略 内閣官房 ・戦略の策定のため、内閣 ②平成15年末を目途に
（技術革新が拓く2 1世紀

の新たな需要）

・関係本部・会議及び府省
は、環境 ・エネルギー （省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術 ・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電 ・ブロード
バンド・l T 、健康 ・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー・材料の4分野の
技術開発、知的財産 ・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成 1 4 年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

総合科学技
術会議
I T 戦略本
部
B T 戦略会
議
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。

・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政諮同会議
に報告し、公表した。

・4分野の技術開発、知的
財産 ・標準化、市場化等に
ついて、中長期を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的 ・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

戦略のフォローアップ
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（3）産業発掘戦略
（環境産業の活性化）
・燃料電池については、内
閣官房及び関係府省は、平
成17年を目途に安全性の確
保を前提としつつ、包括的
な規制の再点検を行う。ま
た、関係府省は、燃料電池
自動車、住宅用燃料電池の
開発・普及を推進する。

内閣官房 成14年4月の総理指示を
踏まえ、安全性の確保を前
提とした規制の再点検等に
ついて検討を行うため、内
閣官房に関係府省の局長で
構成する「燃料電池実用化
に関する関係省庁連絡会
議」を同年5月に設置し検討
を開始し、検討結果を同年
10月に公表。
・安全性の確保を前提とし
た規制の再点検を行い、①
平成14年末の試験的導入に
支障がないことを確認し、
（診本格的導入が見込まれる
平成16年度未までに実施す
べき規制の再点検の道筋に
ついてとりまとめて、「燃
料電池の実用化に向けた包
括的な規制の再点検の実施
について」として公表。

・内閣官房をはじめ5省庁
において、世界で初めて燃
料電池自動車を導入。

本格的導入が見込まれる平
成16年度末までに実施すべ
き規制の再点検を道筋に
沿って実施。
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ハ．規制改革
（3）産業発掘戦略
（技術革新が拓く21世紀

の新たな需要）
・関係本部・会議及び府省
は、環境・エネルギー（省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電・ブロード
バンド・lT、健康リマイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー・材料の4分野の
技術開発、知的財産・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成14年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

内閣官房
総合科学技
術会議
I T戦略本
部
BT戦略会
議
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

・戦略の策定のため、内閣
官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。
・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政諮同会議
に報告し、公表した。
・4分野の技術開発、知的
財産・標準化、市場化等に
ついて、中長期を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

平成15年末を目途に
戦略のフォローアップ
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口． 歳 出 改 革

（1）人間力戦略

（健康寿命の増進）

・関係府省は，平成1 5 年
度から健康寿命の増進のた
めの医療，健康，バイオテ
クノロジーの科学技術予算
等の重点化を図る。

内閣官房
B T 戦略会

・我が国としてのB T 戦略
を早急に樹立し，その推進

・平成1 4 年春にはバイオ
ベンチャー企業が約3 0 0

（診平成15年末
バイオテクノロジー戦略大

議
内閣府
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
環境省

を図るため，平成 1 4 年 7
月に，内閣総理大臣が開催
し関係閣僚と有識者で構成
するB T 戦略会議を立ち上
げた。

・平成1 4年 1 2 月に，B
T 戦略会読は，研究開発予
算の充実 ・強化等を内容と
した 「バイオテクノロジー
戦略大綱」をとりまとめ
た。

社まで拡大。 綱の実施状況を確認

（3 ）産業発掘戦略 内閣官房 ・戦略の策定のため、内閣 （診平成15年末を目途に
（技術革新が拓く2 1世紀
の新たな需要）

・関係本部・会議及び府省
は、環境 ・エネルギー （省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術 ・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電 ・ブロード
バンド・l T 、健康 ・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジ⊥・材料の4 分野の
技術開発、知的財産 ・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成 1 4 年に策定
し、内一閣官房がこれをとり
まとめる。

総合科学技
術会議
l T 戦略本
部
B T 戦略会
議
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。

・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政誇同会議
に報告し、公表した。

・4 分野の技術開発、知的
財産 ・標準化、市場化等に
ついて、中長期を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的 ・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

戦略のフォローアップ
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A．産業競争力
の強化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ィ．税制改革
（3）産業発掘戦略
（技術革新が拓く21世紀

の新たな需要）
・関係本部・会議及び府省
は、環境・エネルギー（省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電・ブロード
バンド・lT、健康・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー・材料の4分野の
技術開発、知的財産・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成14年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

内閣官房
総合科学技
術会議
IT戦略本
部
BT戦略会
議
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

・戦略の策定のため、内閣
官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。
・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政諮問会議
に報告し、公表した。
・4分野の技術開発、知的
財産・標準化、市場化等に
ついて、中長期を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

②平成15年末を目途に
戦略のフォローアップ
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●　　　　　　　　　　●

A ．産業競争力

の強化

関係

府省等
対応状況 主な成束 課題 これか らの取 り組み

ハ ．規制改革

（3）経営力戦略 内閣官房 ・関係府省等の協力を得な 事業活動のIT化に係る
（企業・産業の再編、経営 がら事業活動のIT化に係 規制に開し、必要な措置を

のあり方）

・内閣官房は、平成14年中
に事業活動び電子化を妨げ
る規制について総点検を行
う。

る規制について調査を実
施。

・当該調査に基づいて、規
制の現状と課題についてと
リまとめ、結果を平成14年
12月のIT戦略本部で公
表。

・事業活動のIT 化に係る
規制の現状についてとりま
とめるとともに、産業界等
における要望を踏まえ、必
要となる措置についてとリ
まとめを行い、 「事業活動
のIT化に係る規制の現状
と課題」として公表。

各府省において実施。
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●　　　　　　　　　　　●

A ． 産 業 競 争 力

の 強 化

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

○電子政府の情報セキュリ内閣官房 ・内閣官房において、情報セ ・各省庁における情報セ ・各省庁の情報セキュリ ・平成 1 4年度内を目途に
ティ確保等のため、セキュ キュリティポリシーの実効 キュリティポリシーの実効 ティポリシーの継続的な評 各省庁において情報セキュ
リティポリシーに関するガ 性の確保に向け、平成1 4 性の確保のための効果的な 価 ・見直しを行なうことが リティポリシーの評価見直
イドラインを改定するとと
もに、暗号技術の評価等を
実施する。

年1 1月に 「情報セキュリ
ティポ．リシーに関するガイ
ドライン」を改定。

取組みに資する。 必要。 L を実施。
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